
船舶事故調査報告書 

令和７年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年２月１７日 １１時３０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市通詞
つうじの

島北西方沖 

 小亀岩
こ が めい わ

灯標から真方位２４８°５４０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３３.５′ 東経１３０°０６.２′） 

事故の概要  漁船幸
こう

漁
りょう

丸は、東進中、また、漁船富
とみ

丸は、錨泊中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 令和６年２月２６日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 幸漁丸、３.２トン 

   ＫＭ３－２７３８２（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 富丸、０.９７トン 

   ＫＭ３－２４２３７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船尾部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、通詞島西北西方沖の漁場で操業

を行った後、天草市二
ふた

江
え

漁港の定係地に向け、帰航を始めた。 

 船長Ａは、手動操舵により約５ノットの対地速力で東に向けて操船

中、考え事をしていて前路で錨泊中のＢ船に気付かないまま、Ａ船の

船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、熊本県

苓北
れいほく

町西川内
に し かわ ち

漁港を出航し、通詞島北西方沖の漁場に到着した後、船

首を南方に向けて投錨し、機関を停止して錨泊を始めたが、錨泊中を

示す黒色球形形象物を掲げていなかった。 

Ｂ船は、汽笛、携帯式エアホーン等を備えておらず、救命胴衣に付

属した笛以外に有効な音響による信号を行うことができる手段がな

かった。 

 船長Ｂは、船尾方の物入れに腰を掛け、左舷側を向いて操業してい

たところ、ふと右舷方を見た際、右舷正横方からＡ船がＢ船に向かっ

て接近していることに気付き、衝突の危険を感じ、釣り竿を片付けて

抜錨しようとしたものの間に合わず、救命胴衣に付属した笛を鳴らす



ことを思い付かず、立ち上がってＡ船に向かって手を振ったが、Ｂ船

とＡ船とが衝突した。 

 船長Ａは、船長Ｂに負傷がないことを確認した後、本事故の発生を

海上保安庁に通報し、船長ＢをＡ船に移乗させ、Ａ船によってＢ船を

西川内漁港までえい
．．

航した。 

分析  Ａ船は、通詞島北西方沖において東進中、船長Ａが考え事をしなが

ら操船し、見張りを適切に行っていなかったことから、前路で錨泊中

のＢ船に気付かないまま、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、通詞島北西方沖において船首を南方に向けて錨泊中、船長

Ｂが、左舷側を向いて操業し、全周囲の見張りを適切に行っていな

かったことから、右舷正横方からＢ船に向かって接近しているＡ船に

気付くのが遅れ、抜錨しようとしたものの間に合わず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、通詞島北西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が船首を

南方に向けて錨泊中、船長Ａが、考え事をしながら操船し、見張りを

適切に行っていなかったため、前路で錨泊中のＢ船に気付かず、ま

た、船長Ｂが、全周囲の見張りを適切に行っていなかったため、Ａ船

に対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、考え事に没頭することなく、周囲の見張りに意

識を集中して、他船の早期発見に努めること。 

・錨泊して操業中の船長は、他船が自船に気付かずに接近する可能

性を考慮し、早期に他船の接近に気付くことができるよう全周囲

の見張りを行いながら、操業すること。 

・汽笛を備えていない船舶の船長は、携帯式エアホーン等の有効な

音響による信号を行うことができる手段を備え、接近する他船を

認めた場合、余裕のある時機に、これらの信号により注意喚起を

行うこと。 

・錨泊中の船舶の船長は、錨泊中を示す黒色球形形象物を掲げるこ

と。 

 


